
とめよう改憲！学習講演会 

改憲の危険性と今後の運動

  日時 2022 年 1 月 23 日(日)13:45～16:00 

   場所 日本教育会館一ツ橋ホール 

プログラム 

13:45 開会あいさつ（小田川義和）      【資料】 １～１２Ｐ 

13:55 講演Ⅰ「立憲主義の回復に向けた課題」 

        講師 前川喜平さん（現代教育行政研究会代表） 

14:40 カンパの訴えと今後の予定 

14:50 講演Ⅱ「コロナと緊急事態条項」    【資料】１３～３７Ｐ

        講師 永井幸寿さん 

（日弁連災害復興支援委員会・緊急時法制ＰＴ座長） 

          ※アンケートにご協力をお願いします。 

15:50 閉会あいさつ（菱山南帆子） 

※この学習講演会は、総がかり行動実行委員会ホームページ「総がかりチャンネル」

から、後日視聴できます。 

カンパのお願い 

学習講演会にたくさんの費用がかかっています。この運動をやりぬくために 

皆さんのカンパのご協力をお願いします。《一口 1000 円、なるべく複数口で》

●郵便振替  口座番号 ００１２０－７－６３４３７８ 

口座名称 総がかり行動実行委員会 

●ゆうちょ銀行口座 〇一九店０１９ 当座 口座番号 ０６３４３７８ 

主催 総がかり行動実行委員会 

●１０００人委員会    03‐3526-2920  

●９条壊すな！実行委員会 03‐3221-4668 

●憲法共同センター    03‐5842-5611 



止めよう改憲！学習会
改憲の危険性と今後の運動

2022年１月２3日
総がかり行動実行委員会

今日の学習会の内容
講演Ⅰ「立憲主義の回復に向けた課題」
講師 前川喜平さん
（現代教育行政研究会代表）

講演Ⅱ「コロナと緊急事態条項」
講師 永井幸寿さん
(日弁連災害復興支援委員会

・緊急時法制ＰＴ座長）
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総選挙後、ギアアップした改憲暴走

維新と国民民主の「接近」、
維新を先導役に利用する自民党

の構図に

【衆議院改憲派の議席状況】
（3分の2＝310）
自民261＋公明32＝293
自民261＋公明32＋国民民主
11=304
自民261＋維新41＝302
自民261＋国民民主11＋維新41＝
313
自民261＋公明32＋維新41＝334

【参議院政党別議席数】
（3分の2＝164）
自民111＋公明28 ＝139
自民111＋維新15＝126
自民111＋維新15＋国民15＝141
自民111＋公明28＋維新15＝154
自民111＋公明28＋維新15＋国民15
＝169

総選挙での各党の憲法関連の公約は

【自民党】
＊時代の要請に応えられる憲法制定に尽力
＊敵基地攻撃能力の保有も含め、抑止力を向上させる新た
な取り組み
＊国内総生産（GDP）比2％以上も念頭に防衛関係費の増額
をめざす

【公明党】

＊憲法9条は堅持。自衛隊の存在明記は引き続き慎重に議論。
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総選挙での各党の憲法関連の公約は
【日本維新の会】
＊憲法に教育無償化や統治機構改革、憲法裁判所を明記
＊防衛費の国内総生産（GDP）1％枠を撤廃。テロやサイ
バー・宇宙空間への防衛体制強化
→ 自衛隊の存在を明記する9条改正と緊急事態条項創設

を盛り込む改憲案取りまとめ表明（2022年1月12日）

【国民民主党】
＊変化に対応する権保障の更新。同性婚や子供の権利保障、
首相の衆議院解散権の制限、臨時国会の召集期間などを
検討

総選挙での各党の憲法関連の公約は
【立憲民主党】
＊衆議院の解散権の制約などの憲法議論を進める。
＊憲法9条への自衛隊の明記は、憲法の基本原理などに反
し反対

【共産党】
＊前文を含む全条項を厳格に守り、平和的・民主的条項
の完全実施を求める。

【社民党】
＊憲法の理念を暮らしに生かすことが最優先
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憲法審査会（2021年12月16日）での各党の主張

〇 自民党（下村博文）
憲法改正は、国民の関心と期待がますます高まっている。みんなで案を作って、国
民に提示をする原案を作成。四項目は、今後の議論のためのアイデアを提示したもの。
国民への提示は国会の責任。
〇 日本維新の会（馬場）
教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の三項目の憲法改正原案を取りまとめ。
各政党が具体的な憲法改正項目を速やかに提案すべき。
〇 公明党（北側）
論議すべきは、①緊急事態において国会の機能をどう維持するか、②デジタル社会
における人権の保障と民主主義、③地球環境保全の責務。
週一回の定例日には憲法審査会を開催すべき。
〇 国民民主党（玉木）
コロナ禍で明らかになった緊急事態における法の支配の空洞化＝
緊急事態条項の議論をすべきだ。分科会方式などを検討すべき。

憲法審査会（2021年12月16日）での各党の主張

〇 立憲民主党（奥野総一郎）
議論を行うが、特定の憲法改正案を前提とし、改憲あ
りきであってはならない。

〇 日本共産党（赤嶺）
多くの国民は、改憲を政治の優先課題とは考えてお
らず、憲法審査会は動かすべきではない。求められて
いるのは、憲法に反する現実をただし、憲法を政治に
生かすための議論。
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改憲に前のめりな姿勢を強める岸田
首相
-「改憲は本年の最大テーマ」（年頭所感）と-
〇 施政方針演説（1月17日）でも改憲に1項目を起こして強調
先の臨時国会において、憲法審査会が開かれ、国会の場で、憲法改正

に向けた議論が行われたことを、歓迎します。
憲法の在り方は、国民の皆さんがお決めになるものですが、憲法改正

に関する国民的議論を喚起していくには、我々国会議員が、国会の内外
で、議論を積み重ね、発信していくことが必要です。
本国会においても、積極的な議論が行われることを心から期待します。

〇 「緊急事態において国会の機能をいかに維持するかは重要
な論点」（1月20日・代表質問への答弁）

自民党の改憲4
項目
＝「時代の要請
に応えられる憲
法」？
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「自衛隊」の明記と「自衛の措置」の言
及
-自民党憲法改正ってなぁに？-

•現状
●自衛隊の活動は多くの国民の支持を得ている・・・世論調査で自衛隊違憲は4
人に一人
●自衛隊について、①合憲と言う憲法学者は少なく、②中学校の大半の教科書が
違憲論に触れており、③政党の中には自衛隊を違憲と主張するものもある

•改正の方向性
●憲法改正により自衛隊を憲法に位置づけ「自衛隊違憲論」は解消
●現行の9条1項・2項とその解釈を維持し、自衛隊を明記するとともに自衛の措
置（自衛権）についても言及すべき

国会や内閣の緊急事態への対応を強
化
-自民党憲法改正ってなぁに？-

•現-状
●東日本大震災など、これまでの緊急事態には法律改正に
より対応
●南海トラフ地震や首都直下地震などに対する備えや迅速
な対応が必要・・・直近では感染症対応を強調

•改正の方向性
●緊急事態においても、国会の機能をできるだけ維持する
●それが難しい場合、内閣の権限を一時的に強化し、迅速
に対応できるしくみを憲法に規定
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自民党4項目の9条改憲で

〇 加憲で、9条2項(戦力不保持、交戦権否定）は死文
化・・・自衛隊を明記することは、戦力不保持と矛盾し、9
条2項の廃止と同様の取り扱いに

〇 「自衛の措置を執るための実力組織」として位置づける
ことで、自衛のためとして先制攻撃や集団的自衛権の行使も
可能に

〇 「内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」とし、内閣
総理大臣に新たな権限（軍事的決定権）を憲法上に位置づけ

「台湾有事」を口実に進む、安保法制＝戦争法の具体化
＝集団的自衛権行使体制の整備、敵基地攻撃能力保有

〇 日米「２プラス２」協議（２０２２年１月７日）の共同
発表
＊ 日本は、戦略見直しのプロセスを通じて、ミサイルの脅
威に対抗するための能力（＝敵基地御攻撃能力）を含め、国
家の防衛の必要なあらゆる選択肢を検討する決意を表明

＊ 同盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態（集団的自
衛権の実行）に関する共同作戦を進展

＊ 日本の南西諸島を含めた地域における自衛隊の態勢強化
の取り組みを含め、日米の施設の共同使用（軍事的一体化）
を増加
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市民を戦闘に巻き込む危険
性

〇 自衛隊と米軍が、台湾有
事を想定した新たな日米共同
作戦計画の原案を策定（2021
年12月25日・共同通信）

有事の初動段階で、米
海兵隊が鹿児島県から沖縄県
の南西諸島に臨時の攻撃用軍
事拠点・・・住民が戦闘に巻
き込まれる可能性

〇「台湾有事」で米国が軍事
介入の動きを見せた場合
米空母とグアム、沖縄の米
軍基地が核兵器による先制攻
撃の標的になる可能性がある
（2021年11月17日・米議会
の諮問機関「米中経済安全保
障調査委員会」報告）

集団的自衛権行使、敵基地攻撃能力保有を
あおる安倍晋三

〇 「台湾有事は日本有事すなわち、日米同盟の有事でもあ
る」（12月1日、台湾シンクタンク主催の会堂での講演）

〇 「米艦に攻撃があった時には、集団的自衛権の行使もでき
る『存立危機事態』になる」、「(台湾で）何か有事があれば
『重要影響事態』になるのは間違いない」（12月13日・日テ
レ）

〇 「（敵基地攻撃能力とは）抑止力として打撃力を持つこ
と」、「（アメリカは）反撃能力によって相手をせん滅する
（能力を）持つ。これこそ抑止力」（2021年11月20日・日本青
年協議会大会）

8



敵基地攻撃能力保有は憲法解釈の
変更に

〇 1956年2月29日・鳩山首相答弁
わが国に攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨

とは、考えられない・・・誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がな
いと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲
に含まれる

〇 1959年3月19日・伊能防衛庁長官答弁
（誘導弾等による攻撃の）危険があるからといって平生から他国を攻撃する

ような攻撃的な脅威を与える兵器を持つことは、憲法の趣旨とするところでは
ない。

◎ 岸田首相は、「伊能答弁」に関し「憲法および安全保障関連法を含む関連
法令に従って判断」と答弁（12月9日参議院）・・・「時代の要請にこたえた憲
法解釈」という解釈改憲・・・集団的自衛権行使容認の閣議決定と同列の壊憲
姿勢

憲法世論は
どうなっているか
（NHK2021年5月）
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改憲必要の世論が増加傾向に
(2021年5月・朝日新聞）

国会ほどには改憲論議はたかまっていない
(朝日新聞2021年5月）
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改憲反対の世論を再び高め、
次の参議院選挙で改憲派を少数に押しやるために

市民の運動と世論が改憲暴走を止め
てきた
〇 戦争法の廃止を求める2000万人統一署名（2015年10月～）
＊ 2016年通常国会に1291万人分の署名を提出（最終集約、提出は訳1500万

人分）
2016年参議院選挙で、1人区での野党統一候補の擁立につながる市民連

合と野党の政策合意にも反映

〇 安倍9条改憲NO！憲法をいかす全国署名（「3000万署名」・2017年～）
＊ 2020年通常国会までに、1152万人分を国会に提出

2019年参議院選挙でも一人区の野党統一を後押しし、参議院での改憲は
3分の2割れに追い込み、2020年改憲施行という安部改憲を押しとどめ

〇 安部9条改憲NO！改憲発議に反対する全国緊急署名（2019年～）
＊ 2020年通常国会までに134万人分を国会に提出
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憲法施行75年の5月3日を第一の節
に、

参議院選挙が想定される7月
を第二の節に

取り組み
のスタートダッシュを〇 署名目標の設定、署名用紙、宣伝チラシの準備はそれぞれの団
体、地域などで

〇 宣伝グッヅ3点セット（ポスター、ノボリ、横断幕）を作成中。
近日注文受付予定。詳細は別途ホームページ等でお知らせ

〇 各団体では、学習、宣伝素材を様々工夫。相互の交流、活用を

〇 市民アクション、総がかりとしての全国一斉行動を検討中。各
団体でも先行した論議と取り組みを

ご清聴、ありがとうございました。

憲法改悪をやめさせるまで
力を合わせましょう。
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経  歴  書      ２０２２年１月２３日 

氏 名   永井幸寿（ながいこうじゅ）1955 年（昭和 30 年）7月 27 日生 

事務所   〒650-0027  神戸市中央区中町通２丁目１番１８号 

           日本生命神戸駅前ビル２階    アンサー法律事務所 

         電話      078-366-6370   ＦＡＸ   078-366-6371 

         Ｅ－mail   koju-answer@bell.ocn.ne.jp 

経歴   1979 年（昭和 54 年）早稲田大学法学部卒業   

     1999 年（平成 11 年）阪神・淡路まちづくり支援機構事務局長 

     2002 年（平成 14 年）兵庫県弁護士会副会長 

     2007 年（平成 19 年）日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員長 

     2008 年（平成 20 年）日本災害復興学会理事 

     2011 年（平成 23 年）日本弁護士連合会東日本大震災及び原子力発電所事

故等対策本部副本部長 

現在      日本弁護士連合会災害復興支援委員会・緊急時法制ＰＴ座長 

関西学院大学災害復興制度研究所研究員 

          ＮＰＯ法人災害看護支援機構監事 

     日本赤十字看護大学非常勤講師 

     公益財団法人永井記念薬学国際交流財団評議委員 

     アンサー法律事務所所長 

著書      「憲法に緊急事態条項は必要か」岩波書店 

     「〈対論〉緊急事態条項のために憲法を変えるのか」かもがわ出版 

     「よくわかる緊急事態条項Ｑ＆Ａ」明石書店 

「緊急事態条項の何が問題か」岩波書店（共著） 

「震災復興のまちづくりと法」三省堂（共著） 

      「災害看護」メディカ出版（共著） 

     「避難所の立ち上げから管理運営」壮道社（共著）      

      「災害救助法徹底活用」クリエイツかもがわ（共著） 

       「Ｑ＆Ａ震災と相続の法律相談」商事法務（共著） 

     「トリアージ」壮道社（共著） 

     「災害対応ハンドブック」法律文化社（共著） 
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憲法に
緊急事態条項は必要か

日弁連災害復興支援委員会・緊急時法制ＰＴ座長
永井幸寿

１ 緊急事態条項とは何か

緊急事態条項＝国家緊急権を憲法に創設する条項
国家緊急権＝戦争・内乱・恐慌ないし大規模な自然災
害など，平時の統治機構をもってしては対処できない
非常事態において，国家権力が，国家の存立を維持す
るために，立憲的な憲法秩序（人権の保障と権力分
立）を一時停止して非常措置を取る権限をいう。
①国家の為の制度。国民のための制度ではない。
②人権保障，権力分立を停止する
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２ 近代憲法
（１）基本的人権

ア 定義
人が自律的な個人として，自由と生存を確保し，尊厳
を持って生きるために不可欠な利益
イ 種類
幸福追求権（憲法13条）
精神的自由，表現の自由（21条），学問の自由（23

条）等。
経済的自由，財産権（29条），職業選択の自由（22

条）等

２ 近代憲法
（２）国家の役割

①人は生まれながら生来の権利を有する（基本的人
権）。
↓

②基本的人権を実現するために国家をつくる（社会契
約論）。
↓

③国家の権力が強大になり人権を侵害しないように，
立法，行政，司法に分割し相互抑制させた（権力分
立）。
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２ 近代憲法

（３）権力分立
趣旨は
①自由主義 権力の濫用から国民の自由を守る。
②消極性 集中の方が効率が良いがあえて摩擦を生じさせる。
③懐疑性 人は何時も権力を獲得したがる弱点があり，しか

も権力を握ればそれを濫用する性向がある（ジョン・ロック）。
→人間性への深い反省・政治の現実の認識による。

（４）立憲主義
自由を保障するため，憲法で国家権力を縛る。

２ 近代憲法
（５）立憲主義と緊急事態条項

立憲主義 緊急事態条項
（立憲主義と逆）

基本的人権 基本的人権

国家 国家

権力分立 権力分立

人権実現の手段 手段自体の維持

←権力集中濫用防止

←制約
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３ 危険性
（１）性質（諸刃の剣）
ａ 非常事態に対処することが出来るので便利な面（必要性）
ｂ 人権保障と権力分立を一時的に停止するので危険が大（危険性）

（２）濫用の危険
緊急事態条項は，歴史的に多くの国で軍人や政治家に濫用されてきた。

①不当な目的 宣告が正当化されない場合に宣告
②期間延長 非常事態が去った後も緊急措置を延長
③過度な人権制限
④司法の遠慮 人権保障の最後の砦の機能をしない。
→誰も政府を止められない。

４ 歴史
ナチスドイツ

最も民主的だったワイマール憲法のドイツでナチスが合法的に独裁権取得
ワイマール憲法４８条は緊急事態条項を設ける。大統領は，公共の安全・秩序
に重大な障害が生じるおそれがあるとき，人身の自由，意見表明の自由等７ヶ
条の基本権の全部又は一部を一時的に停止できる。
１９３３年１月３０日 ヒットラー内閣合法的に成立

２月２８日 前日の国会議事堂放火を理由に緊急大統領令
３月５日 ナチス 選挙で４３．９％得票
３月２５日 全権委任法成立→独裁確立

・緊急事態条項発動から独裁確立まで１ヶ月足らず。
①不当な目的，ナチスに反対する政治勢力弾圧，②期間延長，全権委任法の制
定によって緊急措置が固定された。③人身の自由，表現の自由及び政治活動の
自由等の人権が過度に制約された。
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５ 日本国憲法
（１）災害の憲法体系
あえて緊急事態条項の規定は設けなかった。
①参議院の緊急集会
衆議院が解散されたときで，国の緊急の必要があるとき，

内閣は参議院の緊急集会を求められる。緊急集会で採られ
た措置は，次の国会開会の後１０日以内に衆議院の同意が
無い場合は効力を失う（憲法５４条２項但書，３項）。
②政令の罰則
永田町の直下型等で，緊急集会が求められない時。政令

で対処する。政令には特に法律の委任がある場合を除いて
は，罰則を設けることはできない（憲法７３条６号）
③災害対策基本法の緊急政令（１０９条の２）

５ 日本国憲法
（２）設けない趣旨【昭和２１年７月１５日第１３回

帝国憲法改正案委員会議録・金森国務大臣答弁】
①民主主義 民主政治を徹底させて国民の権利を充分擁護するために
は，非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならない
②立憲主義 非常という言葉を口実に政府の自由判断を大幅に残して
おくとどの様な精緻な憲法でも破壊される可能性がある
③憲法の制度 特殊の必要があれば臨時国会を召集し，衆議院が解散
中であれば参議院の緊急集会を召集して対処できる
④法律等による準備 特殊な事態には平常時から法令等の制定によっ
て濫用されない形式で完備しておくことが出来る

→濫用の危険性から緊急事態条項は憲法には規定しない。
しかし非常事態への対処の必要性から平常時から厳重な要
件で法律で整備する。
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６ 法律による制度（災害の場合）
（１）権力の集中
ア 災害非常事態等の布告，宣言が行われた場合

（ア）内閣の立法権
内閣は，国会閉会中又は衆議院解散中で，臨時会・参議院緊急集会の請求が出来
な い場合。緊急政令を制定出来る。

①生活必需物資の配給等
②物の価格等の最高額の決定，
③金銭債務の支払いの延期等
④外国からの救助の受け入れ
（災害対策基本法１０９条，１０９条の２）

政令には刑罰を付せる。
直ちに国会の臨時会・参議院緊急集会を求め，承認が無ければ効力を失う
（同法１０９条，１０９条の２）。

６ 法律による制度（災害の場合）
（２）人権の制限

都道府県知事の強制権
①医療，土木建築工事又は輸送関係者を救助に従事させる（災害救

助法７条１項）。罰則がある（同法３１条）。
②救助を要する者その近隣の者を救助に協力させる（同法８条）。
③病院，診療所，旅館等を管理し，土地家屋物資を使用し，物資の

生産等を業とする者に物資の保管を命じ，収用できる（同法９条１
項）。罰則がある（同法３１条）。
④職員を施設，土地，家屋，物資の所在場所等の立入検査させる

（同法１０条１項）。罰則がある（同法３３条１項）
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６ 法律による制度（災害の場合）
（３）法の体系

憲法

法律

命令

行政的な行為

７ コロナの法制度

（１）医療逼迫
２０２１年８月 陽性者９万７０００人が入院不能（自宅
療養）（東京２万５０００人），自宅療養中，首都４県
（東京，埼玉，千葉，神奈川），７月以降１８人死亡（東
京９人）。
（２）コロナ患者の受け入れの強制
日本の病床数は人口1人あたり世界一多い。コロナ受

け入れは１％未満，イギリス２２．５％，米国１１．２％
（２０２１年２月２３日経）
日本は欧州と比べ公的医療機関が少なく，大部分が私的
医療機関なので強制出来ないとの意見→誤り。
飲食店はほとんど私企業だが強力な制限実施
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７ コロナの法制度
（２）コロナ病床の受け入れ強制
①都道府県知事は，医師看護師等に医療行為を要請（新型
インフル特措法３１条１項）
②正当な理由なく応じないときは指示（同３１条３項）
③生命身体の確保の配慮，危険及ばぬ措置必要（同4項）
④都道府県は要請指示につき費用支払い（同６２条２項）
⑤都道府県は医療関係者の死亡，負傷，疾病，障害につき
補償（同６３条１項）。
→法律は完備，行政が使いこなせてないだけ。

７ コロナと法制度
（３）臨時の医療施設
①都道府県知事は，医療機関不足で医療提供に支障が生じ
る場合，臨時の医療施設を開設し，医療を提供する義務
（新型インフル特措法３１条の２，１項）
②臨時医療施設は，本来，医療法，消防法，建築基準法，
景観法等の法律の壁で実施は事実上不可能。これらを一切
排除する規定（同３項～５項）
①は都道府県知事の法的義務。医療逼迫時の不作為は違法
であり，不作為で患者が死亡した場合は国家賠償法による
賠償の対象の可能性。
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８ 「準備してないことはできない」
（１）災害対策の原則＝｢準備してないことは出来ない｣
緊急事態条項は，緊急事態が発生した後に権力を集中する
制度。準備してない事態には強力な権力でも対処できない。
新型コロナ感染症も同じ。地震と異なり，感染症は繰り返
し発生。最初に失敗しても，第２波以降に備えるべき。
（２）準備していたか。
・日本政府はコロナのパンデミックは予想せず準備なし。
・しかし，２０１０年６月１０日厚労省新型インフルエン
ザ対策総括会議｢報告｣，検証，提言をした。
①ＰＣＲ検査体制強化，②国立感染症研究所，保健所の組
織人員大幅強化の必要性，③米国ＣＤＣ（疾病対策セン
ター）等を参考にした組織強化→コロナにも有効だった。

８ 「準備してないことはできない」
（１）政府の無視・真逆の政策
①ＰＣＲ検査態勢の強化
新型コロナは、感染しなくても相当割合に症状が出ない、
インフルと異なり症状が無くても感染、特効薬無し。
→無症状患者への積極的なＰＣＲ検査実施。早期に患者の
発見、隔離、対処療法や自然治癒力による治癒。
・日本の検査数、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）３６カ国
中、３５位（２０２０年４月８日）。その後も、行政検査
のＰＣＲ検査は大きく増加せず。私的検査は高額で自己負
担。
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８ 「準備してないことはできない」
（３）政府の無視・真逆の政策
②国立感染症研究所・保健所の人員増加
・国立感染症研究所は，検体採取，疫学調査，検査薬，ワ
クチン開発支援。
予算は１０年前から３分の１削減。人員は米国ＣＤＣの
１／４２，予算は１／１０７７。
・保健所は，ＰＣＲ検査の対応，入院宿泊施設の調整，疫
学調査，ワクチン接種の管理。
１９９２年から２０１９年に４５％減少。１９９５年東
京特別区５３カ所，大阪市２４カ所，現在，東京は２３カ
所，大阪市は１カ所。機能不全は当然。

８ ｢準備してないことはできない｣
（３）政府の無視・真逆の政策
③米国ＣＤＣ国立感染症研究所
・ＣＤＣは独立性のある専門機関。政府の政治的な発言と
は別に科学的見地からの発言
→科学に基づく政策が期待できる。
・日本は公衆衛生について独立性のある専門機関設置せず。
コロナ後に設置した｢専門家家会議｣や，その廃止後に設置
した有識者会議の｢分科会｣も独立した権限なし。
政府は政策に一致する部分だけ利用，一致しない部分は無
視→専門家を尊重した科学的な政策はない。
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９ ロックダウン
（１）ロックダウンは憲法上認められるか。
ロックダウン＝｢移転の自由｣の制限。
憲法２２条は｢何人も公共の福祉に反しない限り，居住，
移転及び職業選択の自由を有する。｣
逆に｢公共の福祉｣に反する場合は移転の自由を制限出来る。
｢公共の福祉｣＝人権と人権を調整するための公平の原理
移転の自由は，国民の生命・健康という人権との調整のた
めに，法律で，必要最小限の制約が出来る。
但し，ロックダウンをするような緊急事態は，権力の濫用
が行われやすいので，濫用防止と人権保障の規定が必要。

９ ロックダウン
（２）災害とロックダウン
実は，災害にはロックダウンの法律が存在する。
災害対策基本法６３条は，市町村長は，災害が発生し又
は発生しようとする場合，警戒区域を設定して，立ち入り
制限・禁止又は区域からの退去命令が出来る。罰則が有り，
１０万円以下の罰金又は拘留（１日以上３０日未満）（１
１６条１号）。刑罰
制約される人権への配慮や権力濫用の歯止めがない粗雑
な規定
１９９１年雲仙普賢岳の噴火災害のロックダウンで、養
鶏の餓死、養蜂の散逸で７０００万円の損害を受けた住人
に補償無し。→１９９４年、日弁連の補償の提言。
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９ 感染症とロックダウンの法律
感染症によるロックダウンの法律を制定するなら，以下の
条件を設けるべき。
①憲法２９条の趣旨の損失補償制度
②ロックダウンの判断での専門家の知見の尊重
③ロックダウンの基準の明確化と住民への充分な説明。
④制限の内容，期間は必要最小限で，頻繁な見直し。
⑤①～④が実施された後，やむを得ない場合に行政罰。
⑥不利益を受ける住民の迅速な救済手続（感染症法参照）。
なお，濫用の危険があるので災害対策基本法６３条の｢災
害｣に感染症を含めるという拡大解釈をしてはならない。

1０ コロナと緊急事態条項
コロナで権力濫用があったか
安倍前総理大臣は，２０２０年５月，政府の裁量で検察官
の役職や任務延長を認める検察庁法の改正案を提案。
しかし，①当時行うべきはコロナ対策であり，検察庁法
を改正する必要性なし，②検察官は公訴権（起訴不起訴の
権限）を独占しており検察官の人事への政府の介入は検察
の中立性を害し，政府の圧力で起訴に値する事件が不起訴
とされ，起訴に値しない事件が起訴される危険がある。③
そこで，歴代内閣は検察官の人事に介入しないという確立
した慣行を遵守した。→改正法は，反対運動が起き，該当
検察官の不祥事から結果として改正案は取り下げ。
緊急事態条項があれば，コロナを理由に緊急事態条項を
発動し，政府の立法権で検察庁法を改正したはず。
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１１ 災害と緊急事態条項

｢準備してないことは出来ない｣（東日本大震災）
・福島第１原発４．５ｋｍの双葉病院・その経営する介護老人保健施設の寝た
きり高齢者１８０人中，避難前後で５０人死亡。
・法律は，国は防災基本計画（災害対策基本法３４条）策定義務，都道府県，
市町村はこれに従い地域防災計画策定義務（同４０条４２条）。指定行政機関，
自治体の長の防災教育（４７条の２）防災訓練実施義務（４８条）。
アメリカのスリーマイル（１９７９）ソ連のチェルノブイリ（１９８６），
原発事故発生。しかし，日本は事実上原発事故は発生しないことになっていた。
そこで，自治体，国及び事業者，原発事故が発生した場合の，①複数の避難
ルートの策定，②車両ドライバーの確保，③スクリーニング会場，④避難所・
高齢者障害者の収容所避難所の確保これらについて，市町村や都道府県にまた
がる連携と住民参加による防災計画の策定，避難訓練無し。
法律や制度の適正な運用による事前の準備が全くなされなかったこ
とが原因。災害が起こった後に権力を集中しても対処できない。

1２ 外国の例
（１）外国は災害について緊急事態条項で対処するという
意見。しかし，先進４カ国，英米仏独をみても，災害につ
いて緊急事態条項で対処するのは独だけ，他の３カ国は日
本と同じく法律で対処。独の緊急事態条項で定めるのも，
①被災州の他の州への支援要請，②広域災害への国の支援，
③移動の自由の制限であり，これらは日本では災害対策基
本法，災害救助法，自衛隊法，警察法で完備されている。
（２）外国はコロナについて緊急事態条項で対処するとい
う意見。しかし，英はコロナウイルス法，公衆衛生法，衛
生保護規則，米はスタフォード法と州の法律，仏は改正公
衆衛生法典，独は感染症法と州政府の規則命令で対処。緊
急事態条項で対処している国はない。
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1３ まとめ（その１）
日本国憲法が緊急事態条項を設けない趣旨
①権力濫用の危険がある
ｅｘ．検察庁法，ナチス

②必要なら臨時国会等を召集して対処する
コロナは国難，常時国会を開催して審議を行うべき場合
野党の会期延長の要求無視して閉会，憲法５３条に違反
して１／４の請求あるも臨時国会を召集せず。
③事前に個別法を制定して対処する
法律があるが実施せず。
法律は完備しており必要なら法改正できる。緊急事態条項
は危険であり，必要ないので設けるべきではない

１４ 自民党の国家緊急権案
自民党案（２０１８年案）は，災害により国会による擁立
の制定を待ついとまが亡いと内閣が判断した場合，内閣は
政令を制定できる（７３条の２）。
憲法７３条６号。政令＝内閣が定める命令。国民代表であ
る国会の制定する｢法律｣の範囲内で制定できる。ⅰ執行命
令＝法律の細則を定める命令。ⅱ委任命令＝法律の具体的
な委任に基づく命令
濫用の危険からすれば以下の問題点がある。
①｢政令｣の効力は法律と同じ（明文では書いてない）
ⅰ条文が７３条６号（執行命令・委任命令の規定）の改正
ではなく，７３条の２を別途に定めた。ⅱ国会の法律制定
を待つ暇がないとき，制定したとき国会の承認を得る。
→旧憲法の緊急勅令の復活
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１４ 自民党の国家緊急権案
②国会の無視
本来，法律は国民代表である国会が制定するので，内閣
に立法権を認めるなら国会が機能しない場合のはず。
・国会が閉会や衆議院解散で臨時国会，緊急集会を求めら
れない場合。
しかし，災害により国会による｢法律の制定を待ついとま
がない｣と認めれば良い（主観的判断）。認定権者は国会
ではなく内閣。
Ｅｘ．災害関連法規が野党の批判で審理が進まないので
｢待ついとまがない｣
旧憲法さえ議会閉会の時にと規定していた（８条２項）。
国会が開会していても政令を制定できる。

１４ 自民党の国家緊急権案
③戦争への適用
旧自民党案の｢自然災害｣が｢災害｣になった。｢災害｣とは，
災害対策基本法では自然現象だけでなく事故も含む（２条，
施行令１条）。国民保護法では｢武力攻撃災害｣の概念があ
り（２条４項），｢災害｣には戦争が含まれる。
④期間無制限
緊急権には発動の期間制限がない。期間は厳格に定めら
れる必要。旧自民党案さえ，１００日を超えて緊急事態宣
言を継続するときは国会の承認を必要とした（９９条３
項）
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１４ 自民党の国家緊急権案
⑤国会の統制無し
事後に国会の承認を必要とする。しかし，承認が得られ
ない場合政令が効力を失うとの規定はない。旧憲法でさえ
緊急勅令が事後に国会の承認を得られない場合は将来に向
かって効力を失う旨の規定があった（８条）。
政府の立法に対して国会の統制が全く及ばない。
→旧憲法の緊急勅令より酷い。
権力濫用の危険が高い。民主主義を根底から覆す。

１５ 厳格な要件での国家緊急権

立憲主義からすれば，厳格な要件のもとで緊急事態条項を
設けるべきだという見解。
・例えば，ａ緊急権の終期は発動時に明定する，ｂ緊急権
の行使に調査・責任追及の制度を設ける。
しかし，ａ→権力者が無視すれば効果無し。ｂ→通常は
政治責任で終わる・法的責任は裁判所が抑制する・いずれ
も事後的であり人権侵害のあと。
仮に設けるなら，立憲的コントロールによる復元力があ
る場合（ある学者）。

→①復元のシステム，②①を支える国民の意識
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１５ 厳格な要件での国家緊急権

（２）アメリカの場合
不文の国家緊急権 一応適正に行使
①復元のシステム
厳格な権力分立 議会と大統領
司法審査権 ｅｘ．二ューディール政策での違憲判決の連発

トランプ大統領と裁判所

②国民の意識
イギリスから独立し・憲法制定した歴史
権力に対する警戒心，人権尊重の度合いが一般に高い

立憲的コントロールによる復元力有り。

１５ 厳格な要件での国家緊急権

（３）日本
①統制システム
国会の統制 議院内閣制 国会の多数派が政府形成
司法の統制 統治行為論、現在でも政府追認

→緊急事態条項の創設で統制機能は喪失
②国民の意識
文化程度は高いが，独立・革命の歴史無し。
縦社会に馴染み，権力に対する警戒心があると言えない。
→立憲的コントロールによる復元力は期待しがたい。
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１６ まとめ（その２）

（１）緊急事態条項とはどのようなものですか。
オセロゲームのように、一挙に憲法をひっくり返すこと
が出来る条項です。
（２）中身は何ですか。
①人権を大幅に制約します
②政府の権力を極限まで強くします
③民主主義を破壊します。
（３）一言で言うと 
「内閣独裁条項」です。
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